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平成２９年第５回豊頃町議会臨時会会議録 
平成２９年８月８日（火曜日） 

 

◎議事日程 

日程第 １    会議録署名議員の指名 

日程第 ２    会期の決定 

日程第 ３  議 案 第 ４ ８ 号  平成２９年度豊頃町一般会計補正予算（第

３号） 

日程第 ４  議 案 第 ４ ９ 号  平成２９年度豊頃町医療施設特別会計補正

予算（第２号） 

日程第 ５  議 案 第 ５ ０ 号  物品の取得 

 

◎出席議員（８名） 

   １番 中 村 純 也 君     ２番 小笠原 茂 人 君 

   ３番 坂 口 尚 示 君     ４番 相 澤 昌 幸 君 

   ５番 岩 井   明 君     ６番 欠   員 

   ７番 大 崎 英 樹 君     ８番 大 谷 友 則 君 

９番 藤 田 博 規 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  宮 口  孝 君 

 副 町 長  菅 原 裕 一 君 

 教 育 長  山 本 芳 博 君 

 総 務 課 長  富 田 秀 樹 君 

 企 画 課 長  岩 城 光 洋 君 

 住 民 課 長  二村比呂志 君 

 福 祉 課 長  山 田 良 則 君 

 産 業 課 長  神  義 宏 君 

 施 設 課 長  越 谷 光 裕 君 

 会 計 管 理 者  佐 藤 孝 夫 君 

 農業委員会事務局長  渡 辺 良 英 君 

 教育委員会教育課長  佐 藤 則 仁 君 

 子 育 て 支 援 所 長  廣 澤 行 位 君 

 消 防 署 長  下 重 博 光 君 

 

◎職務のために議場に出席した者の職氏名 



－ 2 － 

 事 務 局 長  中 川 直 幸 君 

 庶 務 係 長  沢 崎 真 司 君 
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午前１０時００分 開会 

 

       ◎ 開会宣告 

●藤田議長 ただいまから、平成２９年第５回豊頃町議会臨時会を開会します。 

 

       ◎ 開議宣告 

●藤田議長 これから、本日の会議を開きます。 

 

       ◎ 会議録署名議員の指名 

●藤田議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、１番中村純也議員及び２

番小笠原茂人議員を指名します。 

 

       ◎ 会期の決定 

●藤田議長 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は本日１日に決定いたしました。 

 

◎ 議案第４８号 

●藤田議長 日程第３ 議案第４８号平成２９年度豊頃町一般会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

富田総務課長。 

●富田総務課長 議案第４８号平成２９年度豊頃町一般会計補正予算（第３号）につ

いて説明申し上げます。 

補正予算書１ページをごらん願います。 

 第１条歳入歳出予算の補正であります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ９４６万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億

４,４００万１,０００円と定めるものであります。 

 補正の主な内容につきまして、歳入歳出事項別明細書により、歳出から説明いたし 
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ます。１０ページをお開きください。 

２款総務費、１項総務管理費にまちなか活性化拠点施設整備工事費５８７万６,０

００円を追加。 

３款民生費、１項社会福祉費にまごごろ通信員報酬１２０万円を追加。 

４款衛生費、１項保健衛生費に豊頃医院運営費１６２万円を追加。 

９款教育費、５項保健体育費に全道全国大会参加派遣補助金７７万円を追加。 

以上が歳出に係る補正の内容ですが、これら歳出に伴う歳入につきましては、８ペ

ージをごらん願います。 

１款町税、１項町民税に９００万円を追加。 

９款地方交付税、１項地方交付税に普通交付税４６万６,０００円を追加。 

以上が、歳入に係る補正の内容となります。 

以上ですので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

８ページをお開きください。１款町税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款地方交付税。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳入全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

次に、歳出については項ごとに質疑を受けます。 

１０ページをお開きください。２款総務費、１項総務管理費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ３款民生費、１項社会福祉費。 

 ５番岩井議員。 

●５番岩井議員 まごころ通信員というのは、どのような業務内容なのかお伺いいた

します。 

●藤田議長 山田福祉課長。 

●山田福祉課長 お答えいたします。 

まごころ通信員につきましては、おおむね６５歳以上の高齢者世帯で、定期的な訪

問が必要な、安否確認を行う必要がある世帯について、職員が訪問し安否確認を行っ

ているところであります。 



－ 5 － 

●藤田議長 次に進みます。 

４款衛生費、１項保健衛生費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 ９款教育費、５項保健体育費。 

 ８番大谷議員。 

●８番大谷議員 全道全国大会参加派遣補助金ということでお伺いしたいと思います。 

これはどういう基準で補助しているのか。というのも、ほかの団体で全道、全国に

出ているチームもありますから、その基準をお知らせいただきたいと思います。 

●藤田議長 佐藤教育課長。 

●佐藤教育課長 お答えいたします。 

この交付金及び補助金につきましては、事務の取扱要領を定めておりまして、補助

対象経費につきましては交通費、宿泊費、参加料等を支給することとしております。

全道、全国大会が管内で開催された場合、それから管外で開催された場合それぞれ基

準を設けまして支出しているところであります。基本的には、町内のチーム、団体が

参加する場合、それから他町村にチーム自体がありますがそこに参加している選手が

全道、全国大会に参加する場合等に応じまして支出しているところであります。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 それでは、団体ではなくて個人が参加する場合は、個人種目ですね、

それはどのようになっているのか。それと、野球少年団が今回、全道大会へ行くよう

ですが、それに対しての考え方はどのようになっているのか。 

●藤田議長 佐藤教育課長。 

●佐藤教育課長 個人、団体関係なく、個人種目でも支出することになっております。

それから、今回補正させていただいたのは、全日本レディースソフトボール大会と町

内の社会人が所属している町外の野球チームなんですが、そこに町内の社会人１１人

が加盟しております野球チームが、全国大会、今回出場するということで、チームに

対しての補助ではないのですが、個人に対しての補助をするという形で予算計上して

おります。 

 以上です。 

 失礼しました。 

野球少年団、先週札幌で大会がありまして参加してきているところであります。少

年団の野球につきましては、チームそれから個人ごとの参加に関します旅費それから

宿泊費等を計算いたしまして、既存の予算から４０万円強を支出しております。 

 以上です。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 
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（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 歳出全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４８号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４９号 

●藤田議長 日程第４ 議案第４９号平成２９年度豊頃町医療施設特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

山田福祉課長。 

●山田福祉課長 それでは、補正予算書１３ページをごらんください。 

議案第４９号平成２９年度豊頃町医療施設特別会計補正予算（第２号）についてご

説明いたします。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６２万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億３,５４１万８,０００円と定めるものであります。 

 このたびの補正は、豊頃医院に係る運営費補助金の増額に係る補正であります。 

 補正の主なものは、２２ページ、歳入歳出事項別明細書、歳出からご説明いたしま

す。 

１款医院費、１項医院費、２目医院運営費に運営費補助金として１６２万円を追加

するものであります。 

当該歳出に要する財源は、２０ページ、歳入をごらんください。 

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金に豊頃医院運営費として１６
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２万円を追加するものであります。 

以上でありますので、よろしく御審議くださるようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

これから、質疑を行います。 

 歳入歳出事項別明細書により、歳入を款ごとに質疑を受けます。 

２０ページをお開きください。２款繰入金。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 次に、歳出についても款ごとに質疑を受けます。 

２２ページをお開きください。１款医院費。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 それでは、本補正予算全般について質疑を受けます。質疑はありません

か。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４９号を採決します。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第５０号 

●藤田議長 日程第５ 議案第５０号物品の取得についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

越谷施設課長。 

●越谷施設課長 議案第５０号物品の取得について御説明いたします。 

 本案は、内水対策排水ポンプ設備を取得することについて、豊頃町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、予定価格が７

００万円を上回っていることから議会の議決を求めるものであります。 

１、取得する物品名及び数量。内水対策排水ポンプ設備、一式。 

２、取得の目的。内水対策排水ポンプ設備の購入。 
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３、契約の金額。４,４２８万円。うち消費税等相当額３２８万円。 

４、契約の方法。指名競争入札であり、７月２６日に執行しております。 

５、契約の相手方。札幌市中央区北４条東２丁目８番２号、荏原商事株式会社北海

道支店、支店長、鷲田武史。 

６、納入期限。平成３０年３月１５日であります。 

以上でありますので、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

●藤田議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番大谷議員。 

●８番大谷議員 このポンプについては、野ざらしして保管するわけにはいかないと

思いますので関連で質問させていただきたいと思いますが、前回、補正予算の時にお

聞きした記憶があるのですけれども、防災倉庫を建てて保管しておくということであ

りましたが、その防災倉庫の計画はどのようになっているのかお聞かせ願います。 

●藤田議長 富田総務課長。 

●富田総務課長 防災倉庫の件に関しましては、前回の補正予算で予算をいただいて

おりまして、今設計を終わりまして次回の入札にかかる予定であります。倉庫の完成

につきましては、ポンプが完成する以前には完成する予定でありますので、ポンプの

保管については、防災倉庫の中に保管するということは、間違いなく可能になると思

っております。 

以上です。 

●藤田議長 大谷議員。 

●８番大谷議員 場所というか、位置というのはどこになるのでしょうか。 

●藤田議長 富田総務課長。 

●富田総務課長 以前にもお話をしたと思いますけれども、今あります総合体育館の

裏側に建てる予定をしております。 

以上です。 

●藤田議長 ほかに、質疑はありませんか。 

（ 質 疑 な し ） 

●藤田議長 これで、質疑を終わります。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（ 討 論 な し ） 

●藤田議長 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。 
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本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（ 異 議 な し ） 

●藤田議長 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 閉議宣告 

●藤田議長 これで、本日の日程は全て終了しました。 

 会議を閉じます。 

 

◎ 閉会宣告 

●藤田議長 これで、平成２９年第５回豊頃町議会臨時会を閉会します。 

午前１０時１９分 閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名します。 

 

 

   議  長 

 

 

 

   署名議員 

 

 

 

   署名議員  

 


